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【募集要項】 

 

☆社会福祉事業研究開発基金 

 

一般助成 

１．助成事業の内容 

  社会福祉に関する処遇技術の開発等、先駆的・開発的事業に対して助成を行う。 

   

２．助成の対象 

  社会福祉に関する民間の事業で、先駆的・開発的活動研究に従事する個人および 

  団体で、原則として次の条件を具備するもの。 

  ①具体的で応用可能な内容を有する企画であること。 

  ②公的補助もしくは他の民間機関からの助成と重複しないこと。 

  ③備品購入費、設備・整備費のみに充当されるものではないこと。 

    

３．助成額、助成件数 

  総額 500万円。15件程度への助成を予定。（1件あたりの助成額の上限は 40万円） 

 

特別助成 

１．助成事業の内容 

  社会的課題となっており、対応が急務となっている事業を優先して助成を行う。 

    

２．助成の対象 

  日本国内において、対応が急務となっている下記社会的課題に関する民間の支援事業を 

  対象とする。 

  ①精神障害者及びダウン症者に関する支援事業 

  ②児童虐待防止に関する支援事業 

  ③ホームレス問題に関する支援事業 

  ④更生保護の活動に関する支援事業 

  ⑤認知症に関する支援事業 
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３．応募要件  

  ①申込者は原則として国内に存在する社会福祉法人、ＮＰＯ法人、ボランティア団体、一般 

   （社団／財団）法人、公益（社団／財団）法人等、公益活動を行っている団体で社会的信用 

   を有すること。 

  ②申請団体については、継続的な活動実績があること。 

  ③申請団体等の設立目的や活動が政治的、宗教的、思想的に著しく偏っていないこと。 

  ④応募する事業が公的補助もしくは他の民間機関からの助成と重複しないこと。 

 

４．助成額 

  総額 1,500万円。40～50件程度への助成を予定。（1件あたりの助成額の上限は 70万円） 

 

共通事項 

１．公募期間 

  平成 26年 8月 1日～9月 30日（必着） 

    

 

《申込み・お問い合わせ先》 

   社会福祉法人 社会福祉事業研究開発基金 助成申込係まで 

   〒100-8233 東京都千代田区丸の内 1-4-1 

               三井住友信託銀行株式会社 年金企画部 業務チーム 気付 

     TEL：03-6256-3581  FAX：03-6256-3816 

   ※募集要項や申込用紙等は全国社会福祉協議会のホームページから取得可能です。 

 

     

 

 

 

  

 

     

                   


